
参考１

バス事業場に対する監督指導において、何らかの
改善基準告示の違反が認められた状況(平成23年)

32 9

（注）１　「改善基準告示違反事業場数」欄は、何らかの改善基準告示違反が認められた事業場数である。
　　　２　「改善基準告示違反事項」欄は、当該事項について改善基準告示違反が認められた事業場数であ
　　　　る。
　　　３　（　）内は、監督実施事業場数に対する割合（％）である。
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（注）１　「労働基準関係法令の違反事業場数」欄は、何らかの労働基準関係法令の違反が認められた事業
　　　　場数である。
　　　２　「主要違反事項」欄は、当該事項について違反が認められた事業場数である。
　　　３　（　）内は、監督実施事業場数に対する割合（％）である。
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（注）　（　）内は監督実施事業場に対する何らかの労働基準関係法令の違反が認められた事業場数の割合
　　　（％）及び何らかの改善基準告示の違反が認められた事業場数の割合（％）である。
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バス事業場に対する監督指導において、何らかの
労働基準関係法令の違反が認められた状況(平成23年)

(81.4) 170 (79.4)

改善基準告示違反事業場数 140 (55.1) 109 (61.6) 133 (62.1)

労働基準関係法令違反事業場数 195 (76.8) 144

監 督 実 施 事 業 場 数 254 177 214

バス事業場に対する監督指導において、何らかの労働基準関係法令
の違反、改善基準告示の違反が認められた状況の年別推移

平成21年 平成22年 平成23年


